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社会福祉法人会計の問題点

野村 秀 和

I 社会福祉法人への経理規程準則の導入

l 経理規程準則の導入の背景

社会福祉事業法第三条は， r社会福祉事業は，援護，育成又は更生の措置を

要する者に対L，その独¥[心をそこなうことなく，正常な社会人として生活す

ることができるように援助することを趣旨として経営されなければならない。」

と規定している。そして，社会福祉法人の給付努力に対L，措置費支弁が行な

われてきたのである。

措置費支弁は「措置権者が自ら行うべき援護サーピスを法人(施設)に依頼

し，法人側が所定のサ ピア、を利用者へ提供した場合その対価としてJ"支払わ

れるのである。したがって，措置費の条件としては，

r i 費用が，社会福祉施策1:，また必要な利用者の処遇及び施設の経営上，

客観的妥当性がある乙と。

Il 法令等に基づく委託事務の範囲にしたがうものであることo

111 施設の人的・物的設備及び利用者の処遇水準を全国統一的に定め，これ

を維持する必要な費用でなければならない乙と。J"

の三点が要求されることになる。

厚生省は，こうした考え方で措置費制度の改善をすすめてきた。従来は，措

置費支弁につき， r必要最少限の額|を某準としたが，昭和48年からは r必

1) 昭和田年5月31日と 6月 1日の2日間，厚生省が，都道府県の担当職員を対象とした研修でD

配布資料「社会福祉法人会計の標準化についてJ2へージー (以下，こ町資料は，厚生省研憧資
料という)，

2) 厚生省研慎資料， 2ベ クD
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要な額」基準に変更され，その結果，措置費支弁はかなりの改善がされてきた

のである。

他万，社会福祉法人にお吋る事業や財産の管理水準は，多くの問題をかかえ

ている。欠点として. r i現金管理 '帳簿との不一致，管理のずさん。 11資

金運用・!事業の目的にそった消費と U、えな，.面があり，かつ効率怯を欠いて

いる。山記録計算 正確性，明瞭性を欠き，収支の検証が困難である。町

内部統制l 責任と権限が不明確なため，経理担当者がどういう責任でどうい

う仕事をすればいし、かどうかということを十分承知Lてない。 v 事務処理手

続 ムダが多<.統制機能を欠いている J3lと述べているの福祉事業の経理実

態としては，多かれ少なかれ，こうした現状にとどまっているのである。

したがって，今回の経理規程準則の導入が，こうした前近代的会計処理に対

する改善につながる積極面のあることを評価した上で，なお，これが，措置費

支弁の改善に伴う社会福祉法人の選別基準につながるおそれのある点も含めて，

検討することが必要と思われる。

なお，理論問題としては法人の本質にそった会計理論をまとめ，統一的

に会計処理をするための標準的方法を定める必要があるJ4lのである。本稿の課

題は，社会福祉法人会計に導入される経理規程準則の紹介を兼ねながら社会福

祉法人会計の届有の理論問題を批判検討することである。

2 社会福祉法人経理規程準則の通用対象法人

ιの経理規程準則の適用対象法人は以下の施設を経蛍する法人 Eある問。

1 保護施設関係

救護施設更生施設宿所提供施設

2 身体障害者更生援護施設関係

肢体不自由者更封E設失明者更生施設ろうあ者璽生施設重度身体障害者

3) 厚生省研静資料. 4へージ。
4) 厚生省研憧資料. 5へーえ
同 「社会福祉法人の会計要領JN~nへ ジ。なおこの車則は，柑和52年4月から実施されること
になっている p
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更生施設内部障害者更生施設身体障害者療護施設点字図書館盲人ホ}ム

3 老人福祉施設関係

養護老人ホーム特別養護老人ホーム 軽費老人ホ ム

4 婦人保護施設関係

婦人保護施設

5 児童福祉施設関係

養護施設教護院精神薄弱児施設百児施設ろうあ児施設乳児院虚弱

児施設母子寮保育所精神薄弱児通園施設

6 精神薄弱者援護施設関係

精神薄弱者更生施設

E 会計処理の概要

1 以支計算と発生主義

社会福祉事業法第42条第2項は r社会福祉法人は，毎会計年度終了後二カ

月以内に事業報告書，財産目録，貸借対照表及び収支計算書をfl'9，常に，こ

れを各事務所に備えて置かなければならない」とある。したがって，貸借対照

表と収支計算書の作成が義務づけられているのである。

社会福祉法人の業務は，予算を基準として遂行されるため，すべての収入と

支出は，予算との関連で把握される。しかし実際上は，当座資産聞の振替やそ

れと流動負債の両建や相殺など例えば預金の引出しゃ預入，短期の借入や返済

は収支計算には合めないのである。いうならば，福祉事業の給付に直接関係す

る収支を言l上するのであって， 一時的な資金繰りの処理は，貸借対照表項目の

振替取引として扱い，収支計算書には含めない白である。したがって，収支計

算書は，単純な現金主義ではなし給付業務に関連する収支は，当然発生玉義

で処理することになるのである。

2 伝票の活用

社会福祉事業の現状からみて，経理処理が手の空いている時に集中してでき

るような，効率的で正確なものが要求される。そこで，複式簿記の記帳を前提
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に，帳簿を廃止し 3枚複写の仕訳伝票を導入した。この伝票の 1枚目は，日

記帳用で，番号順に綴り保管をする。なおこの伝票は，試算表の貸借不一致の

場合の照合りためにも重要である。 2枚同は青色で{昔万周 3枚目は赤色で貸

方用となっており，色別けをして，それぞれ相手側の勘定科目は複写されない

ようになっている。

取引の記帳で，複数の勘定科目が仕訳に山てくるいわゆる複合仏訳のときは，

単純仕訳に分割し，貸借とも 1つの勘定科目とし，必要なだけ，仕訳伝票を使

用するとともに，相手勘定科目としての諸円勘定を有効に活用するのである。

社会福祉事業の業務取引は，現金取支を中心止するので，一般企業と比較す

ると，割合に単純なものである。しかし，入金は必ず預金することを要求され

る。ただ，福祉事業の現状からみX.専門の経理担当者を置けないか，置けた

としても，経理事務に専念できるわけではないため，忙しさにまぎれて失念し

たり，メモの紛失，不正確な記憶などに対L...いかに効率的かつ正確さを保障

するかが問題なのである。

伝票の借方票，貸方票は，それぞれの該当勘定科目ごとに分類整理され，特

別に作成された卓上型ニ品ーデキスに保管される。そして，その日の業務の終

了時点で，ニューデキスの当日動きのある勘定科目ごとに，伝票枚数，借方と

貸方の発生金額を勘定票に合計記入し，残高を計算する。月末に，勘定票の残

高を試算表に転記して勘定票をしめ切る。試算表は，貸借対照表に属する勘定

科目を集めた試算表 (1)と収支計算書に属する勘定科目と合計欄を含む試算表

(2)に分かれている。

3 会計単位の区分

社会福祉事業は，社会福祉法人の経営するそれぞれの施設で実施されてい

るロしかし，会計計算単位は，法人本部会計と施設会計の二つに分けて行なわ

れるの。なお.施設会計は施設ごとに行なわれるが， とくに保育所は， 施設会

計〈保育所〉として，区分されている。

の社会稲祉法人経理規程瞳則第8長。本法人の会計単位ま，本部会計及び施設会計とする。



社会福祉法人会計の問題点 (273) 5 

以上の 3つの会計単位の区分に基づき，それぞれの貸借対照表勘定科目と収

支計算書の勘定科目が設定され，それぞれの勘定科目はコード化されているの

である。その詳細は，以下の第一表から第六表までに示すとおりである。

4 固定資産会計

社会福祉法人会計の特徴は，資本金勘定が無しそれに類似する勘定として，

基本金勘定が設定されていることである。 i社会福祉法人は，その事業の遂行

に必要な資産を保有するために必要な現金，頂金，動産，小動産，債権などの

拠出を受ける必要があります。これらの拠出額は基金に計上Lます。」のとある。

ιの基金は，法人の定款に記載を要求苫れる土地，建物などを内容とする基本

財産基金とそれ以外の資産に対応する運用財産基金に分かれる。そして，基本

財産基金勘定は，本部会計にのみ登場する勘定科目でもある。

この場合，事業遂行に必要な資産は，必ずしも，固定資産に限られないが，

固定資産の取得は，事業遂行上必要なものと判断され.すべて，基金勘定と直

接的に結びつけるのである。流動資産については，期末に剰余金に計上したの

ち，事業遂行に必要なばあいは，剰余金処分の形で基金に組入れることになる。

したがって，剰余金は，必ず，流動資産として存在L.逆に，固定資産は，例

外なし基金勘定と結合するのである。

拠出取引の仕訳は，以下のとおりである。

E例) i夕、り資産を基金として拠山主受けた')。

備 品 5，000，000円運用財産

現 金 500，000円 I! 

定期預金 10，000，000円 I! 

土 地 100，000，000円 基 本 財 産

建 物 50，000，00U円 。
E仕訳〕

7) i社会福祉法人の会計要領J 1-9へージ。

的 「社会栢祉法人の会計要領J 1 -9-11ペ シ。
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固定資産物品 5，000，000 寄付金収 入 5，000，口'0

現 金 500，000 寄付金収入 500，日日O

Ul 金 よ0，000，000 寄付金収入 10，凶0，000

土 f也 100，0口0，口'0 寄付金収入 100，000，000 

建 物 50，口00，000 寄付金収入 50，口00，口日目

〔基金組入れのための切返し仕訳7

同定資産取得費 150，0日0，000 基本財産基金 150，日00，000

回定資摩物品費 5，000，000 運用財産基金 5，000，000 

要するに，拠出を収入とするために，基金勘定の相手勘定は支出項目として

収入を相殺しなければならないのである。このように，基金勘定への組入れの

ために，企業会計ではみられない特殊な処理を必要とする。これを切返し仕訳

というのである。

5 切返し仕訳

「社会福祉法人会計では，固定資産を取得した場合および設備資金借入金の

借入および償還時に通常の複式簿記では必要としない仕訳が必要です。この付

加的仕訳のことを切返し仕訳と総称しますJ"というように，固定資産をめぐる

切返し仕訳に特徴がある。

期間計算上，当期に設備購入のための寄付を受入れたが，期中に固定資産の

取得が無かったばあい，それだけ剰余金が増えるので，それに対G，将来の，+

画をふまえて，建設積立金を計上し，それだけ当期の剰余金を減額する。また，

設備資金の借入は，借入金収入の相手勘定科目色して，同定負債積立金をもっ

てくる。これは「基金ヒ計上した資産についての借入金が残っていて，基金の

未充足額があることを示すJlOl勘定科目で， いわゆるマイナ旦の基金勘定とい

えよう。

以下，取引例とその仕訳を例示する。 c切)は，切返し仕訳のことである。

9) i社会梧祉法人の会計要領J 1 -20へージ。
10) i社会福祉法人の会計要領J N-57ページ。
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〔例] 補助金と借入金で建物の建設の場合U

〔第 1年次)

当座預金

当座預金

(切〕固定負債積立金

10，000，000 

70，000，0口O

70，口00，000

建設仮勘定 80，000，OC日

未完成のまま決算期が到来したとき

(切〕建設積立金繰入 80，000，000 

(第 2年次〕

当路預金

建設1R勘定

建物完成時

建 物

L切)l剖定資産取得費

(珂〉建設積立金

20，000，0日。

20，000，000 

100，000，0日。

100，000，口口O

80，000，000 

設備資金借入金を一部返済したEき

設備資金借入金 5，0001回日

(切〉設備資金借入金償還金 5，000，日日日

6 減価償却の否定

地方公共団体補助金収入 10，000，0凹

設備資金借入金 70，000，000 

設備資金借入金収入 70，000，00日

当座預金 80，000，0∞ 

建設積立企 80，000，000 

寄付金 収 入 20，帥0，000

当座預金 20，000，000

建設仮勘定 100，000，000 

基本財産基金 100，凹0，0口3

建設積立金戻入 80，000，000 

当座 預 金

問定負債積立金

5，000，000 

5，000，000 

福祉事業遂行に必要な資産のなかでも，土地，建物，備品などの固定資産の

増加は，基金勘定と連動することに上り，収支計算上の剰余金にはならない。

このことは，取得手れた情l定資産が，事業遂行上不可欠なものとしヴ認識の会

計的表現でもある。しかも，収支計算には発牛ギ義が適用者れているのである。

固定資産会計における発生主義の適用は，通常，減価償却として登場するの

こうした考え方に対L"社会福祉法人会計は，減価償却を否定するのであるの

以下，社会福祉法人会計の立場として主張される論拠をみることにしよう。

11) ，社会福祉法人の会計要領J 1 -20-21ベ一、人
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「次に減価償却費についてですが，企業会計で減価償却を行う目的は適正な期間損

益の表示とこれにかかわる設備更新のための資金留保であります。

企業会計の場合は『期聞の収益』と『期問。費用』を対比して損益計算を行って経

岱結果を明らかにするのですが，この期間費用の計算には，固定資産自期間内消耗額

を主主人しなければなりません。これが減価償却費です。企業会計では，減価償却は期

l河内総費用。算定に欠くことのできない手続となっています。

社会福祉法人の場合は，施設において入所者が生活L，入所者が種々の福祉サ ピ

スを得るために措置費塁手の公的資金が費消される場であり，会計は，その資金の収支

を明瞭に示すことを目的としています。それゆえ，社会福祉法人の会計は，消費経済

に関する会計であります。端的にいえば家庭の家計簿と本質を同じくするもりです。

家庭は，消費経済体。典型ですが，営利企業を生産経済体といった場合は，社会福

祉施設は消費経済体であるといえます。そこでは，企業会計におけるような損益。概

念が成立しないという特質をもうものなのです。

損益計算四概念が瓜立しないとすれば，固定資産について『減価償却』のような方

式立費用の配分を行う必要はありません。この会計要領では減価償却は行わないこと

としました。

，借方『回定資産』に対して貸方『基本財産基令』等目掛目で表示されても，

とれほ企業会計の資本概念とは異質なものです。なぜかといえば，家庭において住宅

や家具調度品を貨幣価値に換算して計算することと同様の意味をもつにすぎないから

です。

社会福祉法人が資金を凶定資産に投ずることは，家庭において住宅や家具を購入す

るよとと同様，消費行為の形態であって企業の固定資産投資のような資本運用の形態

ではないのです。

それでは，社会福祉法人は設備資金の蓄積は不要かというとそうではありません。

設備・資産を将来において取得するために資金を~次蓄積し亡行〈必要はあります。

これについ亡は，長期的展望に立って計画を立て，それを実現するための子算を編成

し，資金主手当 L， ~建設積立企』を蓄積して行くこととなりますu しかし，ここで

いう設備資金の蓄積は，将来に予定される資産の取得を目的とするもので，それは必
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ずしも現在所有している設備の取得価額と同額を積立てようとするものではありませ

ん。したがって，減価償却費D損益計上によって自動的に固定資産の取得価額の一部

が流動資産に転化するもりとは考えを異にするもりであります。J12)

以上，長文の引用を行なったのは，非営利事業である消費経済体の考え方が，

ある程度まで展開されているとみたからである。こうした考え方は，社会福祉

法人の会計処理に重大な影響を与えているので，その理論的問題点や現実的な

役割を中心に，以下，批判的検討に入ることとする。

III 会計処理の問題点

1 拠出概念と基金勘定

社会福祉法人が，福祉事業を行なうにあたり，福祉事業の性格からいっても，

事業主遂行するために必要な資産を確保していなけれはならない。この点が茸主

要であることは，例えば，厚生大臣は，認可の申請があったときは，社会干剛止

法人の資産が福祉事業を行なうに必要な要件を備えているかなどを審査の上，

認可する ζ とになっていることからも明らかである 13)。

この点についての会計処理としては，福祉事業遂行に必要な資産を貸方の基

金勘定と結びつけるという特徴がある。基金勘定を固定資産を中心とした事業

遂行に必要な資産勘定と両建で確立することは，非営利事業体の実態に応じた

処理としての積極性を示すものである。しかし，このような事業遂行のための

資産の拠出取引は，仕訳の形式では，収入取引と支出取引の二つの仕訳を経由

Lて記帳される。すなわち

固定資産一一収入〈補助金，寄付金)

同定資産取得費 基金(基本財産，運用財産〉

要するに，収支計算書の収入と支出に両建で計上され，貸借対照表には， 1苫

12) r社会福祉法人申告計要領J 1 -25-26ベージ。
13) 社会福祉事業怯第29長，第3条参照L
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方に固定資産勘定，貸方に基金勘定として計上される。これは企業会計でいう

資本取引と同じ結果になっている。このばあい，く支出 基金〉の仕訳を「切

返し仕訳Jと称し，これによって収支の計上と相殺を伴う拠出取引の結果を生

ぜしめるのである。

この関係は，収入の発生期間|与に固定資産を購入・設置できなかったばあい

ても同じιとである。すなわち，

第 1期〔収入の受入のみ〉

建設仮勘定 収入

建設積立金繰入 建設積立金 (切〕

第 2期(固定資産の設置〉

固定資産 建設仮勘定

固定資産取得費一一基金 (切〕

建設積立金 建設積立金戻入 (切)

乙の仕訳からも明らかなように，期間をまたいだ収入・支出の両建計上による

拠出取引なのである。

しかし，設備資金借入金による固定資産の調達のぼあいは，今までの拠出取

引とは異なり，造成資本概念の適用といえる。すなわち

第 l期 (j昔入金による設備調達〕

固定資産 設備資金借入金

固定資産取得費 基金 (切〉

固定負債積立企一一設備資金借入金収入 〔切〕

第 2期〔借入金の返済)

設備資金借入金 当座預金

設備資金借入金償還金一一固定負債積立金 〔切)

要するに倍λ金による設備調達の時点では，収支は両建で計上され，基金勘定
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も固定負債積立金と相殺される。したがって，借入金による設備調達という事

実が残るo しかし，返済のばあい，一方的に支出のみが計上され，マイナλ U)

基金勘定である固定負債積立金が減額される。これは当期の収支計算の剰余金

を基金勘定に娠替えることを意味する。しかも，剰余金処分の形ではなく，当

期剰余金を結果的に圧縮する形で行なわれるのである。

理論的に明らかにLなければならないことは，福祉事業の遂行上必要な資産

は，拠出されなければならないということである。ところが，この拠出取引を，

収支計算の中で他の収支項目と同列に扱っている点は決定的な欠陥であろう。

予算との関係 C.収支計算を経由させる必要があるとしても，事業遂行上必要

な資産の拠出取引を内容とする収支計算と事業活動そのものでもある経端的な

収支計算とは区分されなければならない。しかも，区分された拠出取引も，拠

出源，阜別の細分が，さらに要求されるであろう。すなわち，公的資金，私的寄

付，借入金収入および経常収支の剰余金のいずれを源泉とする拠出かといった

区分の明示である。

少なくとも，収支計算書における拠出収支と経常収支の区分表示は最低限必

要である。そしてこのことによって，拠出取引をめくる切返し仕訳が生きたも

のとなるのである。拠出取引概念を確立する ζ とにより，福祉事業に必要な設

備資産の維持が，会計的に;官、識されることになる o この結果，社会福祉法人の

設備計画が，現実の福祉事業活動の点検を受けながら，会計的には基金勘定と

それに連動する借方の個別の資産勘定として特定されることで，財産の保全と

その有効利用が促進されるのである。

今回の経理規程準則は，収支の区分計算もまた拠出取引概念も同者とも否定

しており，阪支の内容的差異や財産の保全維持的思考をもたない。収支計算上

の基本的な区分を持たない収支計算書では.公的資金の効果的運用の点検や基

金勘定への繰入れの対象となる資産それぞれの必要性さえも，容易には判断で

きず，いたずらに，剰余金の計上巾から逆算して，固定資産取得が行なわれる

可能性を内包している。
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ζ のもっとも顕著な例として，所有の有価証券を投資有価証券に生更するは

あいを採りあげてみよう。すなわち，余裕資金の活用として有価証券を購入し

たばあい，余裕資金の貸方は期末には剰余金に計上されよう。しii'L，その有

価証券を長期所有にするという会言l的位置づけの変更だけで，以下の仕訳とな

るのである o

投資有価証券 有価証券

固定資産取得費 運用財産基金 (切)

この結果，支出が一方的に計上され，剰余金が基金に振替られることになる。

このため，経常収支の当期剰余はそれだけ減額きれるのであるが，当期剰余の

減額は剰余金の処分計算としては明示されず，支出増の結果として，減額され

た剰余が表示されることになる。

2 減価償却

社会福祉事業は，社会資本としての恵味をもっ福祉施設設備を中心に事業が

行なわれる。その意味では，福祉施設設備は事業遂行上きわめて重要であり，

福祉事業の充実発展にとって，福祉施設の拡充や充実は考えられても，その後

退は問題外である O とくに，出発当初のポラ Yティ 7的要素は大切ではあるが，

いったん，社会的に定者L，その役割を地域社会の中で果たすようになれば，

社会資本とし亡の維持・充実は社会的使命でもある。福祉行政は，まさに，そ

のような責務を果たすことが期待されるのである。

こうした考え方を社会福祉法人会計に適用する訟らば，固定資産の減価償却

を認めないという乙とは理解し難い。福祉事業遂行に必要な固定資産は，経常

収支の中で減価償却を認め，措置費支弁の対象主すべきである。このことによ

り，福祉事業の施設が，権利として，名目的維持ではあっても，会計的に保障

きオもることになる。

確かに，貨幣価値の変動を考慮すれば，名目資本維持の減価償却では，設備

の取替更新も不可能であろう。しかし，まず，名目資本維持だけでも，権1'11と
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して保障することは，きわめて現実的な福祉行政の前進となろう。そして，貨

幣価値変動に伴う必要な追加資金につい七は，その都度，具体的条件の中での

解決方向を，設備更新資金の制度改普をも含めて考えるということが，今日的

な提言となろう。もちろん， この前提として，千百祉事業にとって必要な資産の

基準を確立し，減価償却費負担承認の固定資産を限定すること古ち導入段階で

は必要である。いたずらに，無限定の固定資産の減価償却を公的資金に負担せ

よと主張しているものではない。しかし，施設の現有設備の給付水準は，福祉

充実の視点からは，まだまだ不十分といえよう。

高 区分表示と会計単位

経理規程準則により，貸借対照表や収支計算書をみると，収支計算の区分は

あるとはいえ，それは，拠出収支取引と経常収支取引の区分ではなく，支出と

収入のそれぞれについて，比較的同質とみられるものをまとめたにすぎない。

様式第19号(前掲第四表〕の「本部会計収支計算書」を例として検討してみよ

う。小計 (D) と小計 (E)の二つに収入が区分されているが，拠出収入と経

常収入の区分は意識されていない。その上，倍入金収入と戻入収入とが同じも

のとしてまとめられている。支出についても同様で，元利償還金の中の利子と

元金返済ヲよとは，会計的に異質のものであろう。

収支計算書の区分表示と関連して，本部会計と施設会計の会計単位の区分に

ついても問題としな円ればならない。準則によれば，施設会計は，福祉事業を

直接担当L.そのために必要な備品類を運用財産基金として計上するのに対L.

本部会計は，土地，建物など不動産設備を基本財産基金として所有し，その他

の収益事業を特別会計で処理し，そこから入手した収益を福祉事業に充当する

ことが言型めらiれている凶n

このような点を考慮するならば，施設会計の収支計算書は，措置費収入を中

心に経常収支を基本とし，まず，経常収支の当期剰余金を確定する。そして，

剰余金処分の形で運用財産基金への繰入れと直接の拠出寄付の形をとる備品等

14) 社会福佐事業法第25来事照.
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の運用財産基金への言|上が，経常収支と区分された拠出収支となるのである。

なお，必要なばあいには，剰余金処分として，本部会計の基金勘定への繰人れ，

本部基本財是正の減価償却負担分および本部経費り一部負担などが追加されるで

あろう。これではじめて，施設会計における基金等繰入後当期剰余金が確定さ

れるのである。乙れは当座資産の形で施設会計に留保され，貸借対照表の繰越

剰余金に合算されることになる。

本部会計では，本部独自の経常収入を基礎とし，それが安定的でないときは，

施設会計の剰余金による経費負担〈経常的なばあいは?その範囲を定め，施設会計の

事務現主しても上い)も ，Q，、要となろ号。ただ，法人本部の経常収支は，現行では

それほど多額にはならないであろう。

本部会計の問題は，本部所有の固定資産の減価償却，拠出収支取引および銀

本部会計収支計算書

事務費支出

施設会計経市収支繰入金支出

減価償却費

当期経常収支剰余金

基金繰入

入

入

収

収
鵬
惟

約
一
叩
寄

の開。

文

経

収常経(
 

汐 繰入金収入

汐 施設会計負担収入

ル雑収入

繰入後当期剰余金

合 言十 A 
ロ 言ト

〔拠出収|支の部〉

固 定 資 産取得費 |設備資金補助金収入

国定資産物 品 費 | か 寄付金収入

特定流動資産基金繰入 | 万 本部剰余金繰入収入

建設積立金繰入 " 施設剰余金繰入収入

設備資金借入金償還金 11 繰入金収入

" 借入金収入

建設積立金戻入

メ当h

ロ 計 メ斗
口 言十
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行との貸借取引である o

減価償却は経常収支に計上L，貸借対照表に更新資金を積み立て，その有効

な資金運用が求められよう。なお，定款記載の固定資産については，減価償却

分だけでも，本部会言|に公的資金の保障が必要である。

次に，拠出収支取引は，その明細表示が重要といえる。この中には，設備資

金借入金収入とその償還金も含む。なお，短期的な借入取引や本部と施設との

貸借関係は，準則どおり，収支計算を経由せず，貸借対照表勘定の振替として

処理!きれるととになる。

以上のような区分計簡を.それぞれの会計単位で実施することは.現実性も

あり，現行制度の枠内で，経理規定準則の段式の修正で実施可能なものである。

しかも，提案されている準則よりも，社会福祉事業をすすめる上で，より効果

施設会計阪支計算書

( 経 常 収 | 支 の 部)

措置費収入

補助金収入

利用者負担金収入

寄付金収入

繰入金収入

雑収入

引当金 戻入

事務費支出

事 業 費支出

〈当期経常収支剰余金〉

本部経費負担文山

当期怪常収支純剰余金

施設会計基金繰入

本部会言11圭金繰入

繰入後当期剰余金

メミ、
μ 「

一三面
メ斗
ロ 計

〔拠出反 l支の部)

固定資産物品費 | 備品資金補助金収入

特定流動資産基金繰入 " 寄付金収入

か 繰入金収入

か 本部剰余金U繰入収入

か 施設剰余金繰入収入

合 計 A 
ロ 計
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的な会計計算制度と考えるものである。以土，夜、の主張する本部会計と施設会

計の収支計算書の区分表示の形式を前頁に提示し，参考に供したい15)。

IV 消費経済体理論の批判

1 消費経済体の理論

社会福祉法人会計の基本的な指導原理は，消費経済体と自らの事業主性格づ

け，生産経済体であるとみる企業の損益計算を排除する。その主張をみる乙と

にし上う。

「社会福祉法人(以下『法人』という。〕は， 営利法人たる企業とは主主本的にその

目的を異にしてレるため企業に適用される会計基準を法人会計にそりまま適用するこ

とはできなL、。

すなわち企業における会計は，世利回追求という目的に即して経営成績と財政状態

をは揮し，企業の収益性及び損益を算定することに重点がおかれているのに対t-.法

人は施設において入助者が生泊し種々の福祉サーピスを得るために財貨が消費される

場であり，会訂は，主としてftJ'置費等公的資金田収支を明瞭にt-，そり受託責任吉明

らかにすることを基本的な目的とするものである。

したがって，法人会計は，一部授産施設のような企業的要素白ある事業経営を除き

消費経済に関する会計であり，企業会計におけるように損益概念が成立しないという

特質を持つものである。かかる法人会計の特質にかんがみ，準則を定めるに当っては，

消費経済体に通用する会計原則lを恭本としz 法人り資金収支計算と財務報告が正確，

明瞭に実施できる会計制度を設定することとした。」同

社会福祉法人が消費経済体であり，営利を追及するものでないことは当然で

15) 当期剰余金の基金繰入の仕訳
特定慌動菅産一一一一一流動資産

特定流動資産基金繰入←一基 金
基金棒入 剰余金繰入収入

設備資金借入金申返済の仕訳
設惜資金借入金一一一一一当座預金

設備資金借入金償置金一一固定負債積立金

基金繰入一一一一一剰余金繰入収入
16) r社会福祉主人司会計要領J N-2へ一三人



20 (288) 第 118告第5・6号

あるが，それだからといって，収支の対応計算は必要ないとか，減価償却も行

なわず，資本概念もないということになるのであろうか。

利益計算のためり資本概念は無いにし℃も，福祉事業の遂行のために必要な

社会的資本の保全・維持は，むしろきわめて重要といわなければならない。そ

れを，長期的な消費行為の形態という消極的な位置づけでは，固定資産を基金

勘定と連動させる積極性は全くないとしかいえない。基金勘定との連動は，設

備似入を収支計算上相殺するための支出計上手段でしかなく，福祉事業に必要

な資産者確保するという社会資本としての姉設の積極的位置は，会計処碑のな

かには出てこないのである。社会福祉事業法の趣旨からみても，これは問題と

いわなければならない。固定資産を基金勘定と連動させる会計処理を，より積

極的に活用するためには，固定資産会計の中軸である減価償却を加え，修繕費

や建設積立金などを積極的に運用できる公的資金の措置費支弁が，これに見合

わなければならない。措置費による負担を一般的に避け，設備の更新や拡張の

たびに，行政が選別指導できるといった福祉行政の姿勢は，公的資金のウエイ

トが増すにつれて，逆に，是正されなければならないであろう。要するに，福

祉事業における社会資本の重要性にふさわしい会計処理が要求されるのである。

福祉社会は，恩恵から権利としての福祉給付を制度的に定着させることへ重点

を移すべきときと思われる。

2 学校法人会計とり対比

ここで学技法人会言|の全体に触れるつもりはなし、。しかし，社会福祉法人会

計を考えるばあい，非営利事業白学校法人会計との対比をみるのはきわめて自

然のなりゆきであろう。

昭和46年に制定された「学校法人会計基準」によれば，収支計算は，消費収

支と資金収支の二つに分けられている。消費支出には，減価償却が含まれてい

る。また，基金組入れの対象資産を定め，それと基金勘定を連動させるなどの

特徴がある。社会福祉法人会計との異同は，以上から明らかなように，収支計

算の区分と減価償却の扱いである。
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また，こうした点を考察する前に，社会福祉法人は，施設運営の基本財源を

公的資金である措置費収入によって保障されているのに対し，学校法人のばあ

いは，受益者負担原則による独立採算制を基底にすえているため，消費支出の

かなりの部分を授業料収入でまかなうようになっている。

学校法人会計にとって，資本維持を前提とした基本金概念と消費収支計算構

造は当然のこととして前提されているにもかかわらず1q 福祉法人会計では，

同じ消費経済体といし、ながら，どうして， こうもちがう処理になるのであろう

古ミ。

現実的効果からみれば，授業料収入として受益者負担に転嫁できる学校法人

会計lでは，消費収支計算の中に，国立正資量生の維持をはかる減価償却が含まれる

ために，寄付などにより，設備が新設・拡張されるたびに，消費収支が大巾な

赤字になるのである。社会資本の充実・拡大が i受益者」にきわめて直接的

にその維持負担を押しつける構造にある。しかも，消費収支計算で剰余金が出

たとしても，基金組入の資産取得か将米の設備拡張積立金への繰入れを行なう

ことにより黒字が絶対に出ない会計」 凶とさえいわれる状況が生じている

とL、っても土し、。

それに対し公的資金としての措置費収入を基本とする福祉法人では，減価

償却を認めないことにより，その更新資金の名目回収額さえも，権利として保

障しない現実は，きわめて対照的であるといえる。社会的に一定の役割を果た

している非営利事業体に対する行政の責任のがれと善意の寄付収入をあてにす

るような姿勢を支える会計計算制度は再考されなければならないであろう。

17) i学木法人が必要とする資産のうちには，いわゆる償却資産のように当然，将来その更新を必
要とする資産もふぐ主'"あが，真の意味で司曹産の維持のためには，かかる資産の更新にそなえ，
財政より準備をもふくまなければならない......r基本金』概念の確立と『消費収主計算』の構
想は，学校に必要な資産が財政面で不断に維持されているかどうかを明らか止できる土うな会計
情報を提供することを主眼とする」日本会計研究学会スタデイ グループ「学技法人会計制度目
基礎」昭和48年， 12-13くジ。

18) 森川博，会音|学における情報理論の導入「経済評論」経営会計学持集，昭和44年10且臨時増川

号， 131ベータ。
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逆説的にいえば，現行の負担制度を前提にすれば，社会福祉法人では減価償

却を計上し，措置費による保障を与え，学校法人会計では減価償却を消費支出

から外し，授業料等による負担計算に含めないようにし，基金繰入れを認めら

れる設備等の更新資金については，公的負担を制度的に導一入できる会計制度を

実現していかなければならないであるう。

V 福祉行政における会計の役割

1 福祉事業と社会資本

初祉事業は， もEもと，受益者負担の名による独立採算を通用することがで

きない事業分野である。もし，独立採算が可能であるのなら，利益を目的と L

た私的資本の事業として行なわれるであろう。したがって，福祉事業は，給付

に刻する負担の全てを，直接に受益者に負担させる ζ とを前提としてはいない。

そこに，ボランティアとして行なわれてきた歴史的経過の基礎がある。

国民経済の力量が強まってくると，個人の善意、と奉仕に支えられてきた福祉

事業は，少しづっ，福祉行政によって担われることになる。それは，公的に運

留される社会福祉施設の増大や民間の社会福祉法人に対する措置費支弁や補助

金などの基準改正に示されている G

ょのように，国民経済の力量が強化されるに応じて，福祉事業に公的な資金

の比重が強まる。そして，それは，福利についての国民の権利費、識の発展とし

ても定着して〈る o 社会福祉法人においても， ζ うした影響は例外ではない。

したがって，そ乙における会計の役割を検討するには，こうした背景について

の吟味を抜きにはできないのである。

福祉事業の水準とその改善方向を考えるばあい，経常経費については， 1人

当り単価である。さらに加えて，施設の水準として，広き，調度備品など社会

資本としての社会的共同消費手段である固定資産がきわめて重要な位置にあ

る。経常経費と固定資産は，福祉事業の水準を示す二つの支柱である。そのば

あい，経常経費については，短期的な変更も可能であるが，施設については，
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長期的に福祉事業の水準に影響を与えるため，かえって重視されなければなら

ないのである。

福祉事業会計は， このような点をふまえて，固定資産を中心とした事業遂行

に必要な資産を，切返し仕訳を媒介にして，基金勘定と通勤させている。法人

理事会が，国の基準にしたがって，事業遂行上必要と認めた主主本財淀や運用財

産は，福祉事業給付が継続されている限り，維持拡充が追及されるのは当然さ

あろう。そうした視点からは，基金に連動する固定資産の減価償却は，経常支

出に計上され，位置費等によって支弁される乙とは，会計処理としてもヮとも

柄祉事業に適した方法である。このことで， f士会資本としての福祉施設の維持

は，受益者負担から切断され，また，偶然的な任意の善意に依拠することなし

権利として，名目敏だけは保障されることになる。少な〈土も，補朴行政が福

祉事業を後退させないためには， この斜度の会計処理は保証きれなければなら

ないであろう。

2 区分表示計算の;官、義

社会福祉法人に経理規程準則を連入する直接的契機は，公的資金としての措

置費支弁の増額にもかかわらず，それが有効に活用されτいるのかどうか，チ

ヱックできない点にあった。確かに，公的資金は有効に活用されなけ土Lばなら

ないし，その経理は，常に，ガラス張りが望ましい。

本稿で提案した収支計算書の区分表示は，公的資金や私的資金の収支を，福

祉事業の性格により，経常収支と拠出収支の二つにしたものである。これによ

って，会計処限七，福祉事業の経常収支のパラン月がどの程度の水準であるか

を示すと同時に，社会資本としての性格をもっ福祉事業施設の拠出源泉別内訳

が明らかになる。とくにこのことで，経常収支剰余金を正確に把握でき，剰余

金を経由して，基金勘定に振替えられる部分が明確にとらえられる乙とになる。

もっとも，基金助定への振替による切返し仕訳は，固定資産の取得があれば

無条件に行なうのではなく，当初下算として計画されている設備予算の執行に

ついては，自動的に切返し仕訳を行なうが，当初計画にない設備購入は，当初
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予算の修正として，理事会などの計画変更承認の手続が必要となろう o

また，社会的水準を超えている施設のばあいには，その減価償却補填は一定

の自己負iC!ーを導入する ζ とも過渡的には必要であろう。

収支計算書のこのような区分は，経常収支における支出補償を公的資金に要

請するばあいの重要な論拠となる。福祉行政が負担する内容のちがいが，会計

処理上明確に区分される乙とは，公的資金の有効利用のチヱックにとって，き

わめて効果的となるのだが，その 4 とは同時に，行政ω負担が不十分であり，

行政に対する公的資金の支弁を増額して欲しし 1 とし、う福祉法人側の要求に根拠

を与える役割をも果たすことになるのであるo

拠出収支取引の明細は，福祉事業遂行上，社会資本に対する公的資金の負担

比率を明瞭に表示することになり，施設の社会的水準の評価の問題と同時に，

行政の社会的共同消費手段に対する負担のちがし、を示すことになるであろう。

これは，会計計算の内容が，福祉法人の給付効率の点検と同時に，福祉行政の

水準や姿勢そのものに対するきわめてドライなデーターとして機能することを

意味する。福祉運動は，会計テーターを自らの運動を発展させるために活用で

きるような討算書にすることも，今回の経理規程準則の導入のばあい，必要な

視点、であると思う。福祉法人の会計は，福祉充実のための手段とされることは

あっても，公的資金による福祉負担を値切り，福祉の「受益者」に負担を強化

するための方便にされてはならないのである。

3 公表について

社会福祉をほんとに前進させるためには，その一つの努力として，社会福祉

法人会計の内容を，監督官庁や法人の理事会にのみ報告すればよいということ

で実現するものではない。社会福祉事業に直接的に関係する人々，とくに利用

者である福祉給付の「受益者」やその保護者に対し，また，法人や施設の峨員

や職員団体に対し，最低限，公開されなければならない。

本来は，監督官庁に届け出られた会計書類は，誰もが閲覧複写亡きるように

制度化されていなければ，会計の社会的責任は果たせないのである。


